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竹原市中央五丁目 1番 35号

https://www.city.takehara.lg.jp/

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２４，２５６人

男　　１１，５９７人

女　　１２，６５９人

　　　　１２，１７６世帯

１年前　２４，７８９人

５年前　２６，９２８人

－７月 31 日現在－

　住居表示を適切に行うため調

査員が表示板の欠落等を調査

し、無料で取り付けます。

調査地区

　忠海長浜一丁目～三丁目

調査期間　

　令和３年９月～令和４年２月

問い合わせ

　市民課市民係

　☎２２-７７３４

　　　住居表示板調査

　動物たちが最も活発に動き始

める夏から秋に向けて、鳥獣被

害対策の確認をしましょう。

電気柵について

　イノシシやシカが初めて見る物の

ニオイを嗅ぐ習性を利用して、電気の

通りやすい鼻に触れさせて感電させる

仕組みです。しかし、最初に十分な通

電ができないと、毛皮に覆われた身体

部分では電気が通りにくく、効果が得

られなくなります。

　また、電気柵に触れた際に、

脚が土の地面に付いていないと

感電しにくいため、アスファル

ト等の舗装面から 50 ㎝以上離

れた、土の地面に設置し、24 時

間通電をするのが有効的です。

問い合わせ　

　産業振興課農林水産振興係　

　☎２２-７７４５

　　　　鳥獣被害対策

　　　　について

　納税証明書の申請から受取ま

での手続きを自宅やオフィスで

完結できます。

①インターネットで請求

②ＰＤＦファイルで受取

③自分で印刷

　詳しくはこちら▶
　問い合わせ

　竹原税務署

　☎２２-０４８５

　　　ネットで便利

　　　納税証明書

広
告

　公共下水道排水設備指定工事店の

指定を受けるには、資格が必要です。

日時　11 月 28 日（日）

　　　12 時 45 分～ 15 時

場所　広島市、福山市、三次市

受付期間

　９月10日（金）～10月１日（金）

申込方法

　所定の願書（下水道課に備え付

け）に必要事項を記入のうえ、下

水道課庶務係に提出してください。

問い合わせ

　下水道課庶務係

　☎２２-７７５１

　　　下水道排水設備工事

　　　責任技術者試験

　「くるま de フリマ」の出店

者を募集します。

開催日　10月24日（日）（雨天中止）

　　　　10 時～ 16 時

開催地　広島中央エコパーク

　（東広島市西条町上三永　  

　10579-2）

要件　満 20 歳以上で東広島市・

　竹原市・大崎上島町にお住ま

　いの人、もしくはお勤めの人

定員　30 人

申込方法　10 月５日（火）か

　ら、広島中央エコパーク管理

　棟１階受付に申込書を提出　

　（先着順）。詳しくは組合ホー

　ムページをご覧ください。

問合せ先　

　広島中央環境衛生組合施設１課

　☎０８２-４２６-０９１６

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９　

　　　「クルマ de フリマ」

　　　出店者の募集
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●ペットもあなたの家族です

　楽しく快適にペットと暮らす

ため、次の点に注意しましょう。

①ペットのフンは必ず持ち帰る

　など、飼い主の責任で処理し

　ましょう。

②首輪を必ず付け、名札をつけ

　るなど飼い主が分かるように

　しましょう。

③飼い犬にはリードを必ず付け、

　放し飼いは絶対にやめまし

　ょう。

④動物は自分で繁殖をコントロ

　ールできません。避妊や去勢

　措置を行いましょう。疾病予

　防や発情期の心身ストレスの

　軽減効果もあり、鳴き声やケ

　ンカも少なくなります。

⑤ペットが病気になったり、高

　齢化した場合の介護にも責任

　を持ちましょう。

⑥ペットを捨てることは犯罪で

　す。ペットは飼い主を選べま

　せん。愛情と責任をもって飼

　いましょう。

●野良犬・野良猫等にエサをあ

　げるのは止めましょう

　野犬等にエサをあげたり、

ペットのエサの食べ残しを片付

けなかったりすると、野良犬・

野良猫等が集まり、地域に居つ

く場合があります。

　飼うつもりはないのに、安易

にえさをあげることは、野良

犬・野良猫を繁殖させることに

なり、かえって不幸な命を生む

ことにつながります。

　地域の安全と衛生環境を保ち

不幸な命を生まないためにご協

力ください。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

●日常生活用具等給付

　電気式たん吸引器やストマ用

装具などの日常生活用具等の給

付を行っています。

対象

①身体障害者手帳の交付を受け

　ている重度身体障害児（者）

②療育手帳の交付を受けている

　重度知的障害児（者）

③精神障害者保健福祉手帳の交

　付を受けている重度精神障害

　児（者）

④難病患者等（対象疾患につい

　てはお問い合わせください。）

※障害等級や障害名など、その

　他の要件があります。

●補装具費等の支給

　車椅子、補聴器等の用具の購

入や修理をする際に、補装具費

の支給を行っています。

対象

①身体障害者手帳の交付を受け

　ている人

②難病患者等（対象疾患につい

　てはお問い合わせください。）

※種目によっては、身体障害者

　更生相談所の判定が必要です。

　また、18 歳未満の場合は、指

　定育成医療機関等の医師の意

　見書が必要です。

　　　日常生活用具等給付

　　　補装具費等支給

　「相続・遺言に関する相談会」を開

催します。相続が発生した時の煩雑

な手続きに困惑されている人、将来

の相続に対し漠然とした不安を抱い

ている人などを対象に法的手続きの

支援を行います。詳細は広島司法書

士会ホームページをご覧ください。

方法　

　面談相談（要予約）もしくは電話相談

場所　広島司法書士会総合センター

開催日　令和３年９月 12 日（日）

　　　　 　　　10月17日（日）

　　　　 　　　11月21日（日）

　     　　　　12月19日（日）

　　　　令和４年１月 16 日（日）

　　　　　　　２月 20 日（日）

　　　　　　　３月 13 日（日）

時間　10 時～ 16 時

費用　無料

問い合わせ・面談予約

　広島司法書士会

　☎０８２-２２１-５３４５

自己負担

　原則給付及び支給算出額の１

割負担

※低所得者には軽減措置あり

申請方法

　申請書（健康福祉課に備え付

け）に記入し、身体障害者手帳

または難病患者等であると確認

できるもの（特定医療費（指定

難病）受給者証など）を持って

健康福祉課障害福祉係に。

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　9/20 ㈪～ 26 ㈰は

　　　動物愛護週間です

　　　　相続 ・ 遺言に

　　　　関する相談会

　決められた場所・方法以外で

捨てられたごみに関する相談・

苦情が多数寄せられています。

　市では、市内各地に監視カメラ

を設置するなど、不法投棄防止に

向けて対応の強化を図っています。

地域で目を光らせ、不法投棄に関

する情報提供にご協力ください。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　　不法投棄は

　　　　犯罪です！

お詫びと訂正
　広報たけはら８月号に誤りがあ

りました。訂正してお詫びします。

８ページ　第 46回市民体育大会出

場者を募集

バドミントンの開催日

（誤）　10/11　　（正）10/10
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　看板や広告塔などの屋外広告

物を表示・設置するときは、広

告物の大きさによって市の許可

が必要となります。許可を受け

ずに屋外広告物を設置している

と、違反広告物となり、撤去さ

れることもありますので申請し

ていない場合は、速やかに申請

してください。申請方法や手数

料等、詳しくはお問い合わせく

ださい。

手数料　広告の種類・面積に応じた金額

許可期間　１年以内

※期間満了後も引き続き掲示する

　場合は、再度申請してください。

※設置場所や広告物の種類・大

　きさなどによっては、許可で

　きない場合もあります。

※申請用紙は、市のホームページから

　ダウンロードすることもできます。

問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

　結核は今でも新しい患者が発

生し、命を落としている重大な

感染症です。

　一般的な結核の症状は、２週間

以上続く咳や痰です。しかし、特

にお年寄りは倦怠感が続いたり、

急に痩せて体調を崩したりした場

合も結核の可能性があります。

　今は効果的な治療薬があるた

め、結核は服薬を確実に行えば

治る病気で、早期発見・早期治

療が大切です。

　年に１度は健診を受けるよう

にし、咳や痰が続くようなら、

早めに受診しましょう。

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　　　9/24 ㈮～ 30 ㈭は

　　　結核予防週間です

広島県スローガン

「ゆとりある　心と車間の　ディスタンス」

　子供と高齢者が被害者となる交

通事故が多発しています。思いや

りのある運転を心がけましょう。

運動の重点について

①子供と高齢者を始めとする歩

　行者の安全の確保

②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行

　者等の保護など安全運転意識の向上

③自転車の安全確保と交通ルー

　ル遵守の徹底

④飲酒運転等の悪質・危険な運

　転の根絶

９月 30 日（木）は交通事故死

ゼロを目指す日です。

　今一度、家族みんなで交通安全

と命の大切さについて話し合い、交

通死亡事故の防止に努めましょう。

問い合わせ

　危機管理課　

　☎２２-２２８３

　農地中間管理事業は平成 26

年から始まった農地の貸し借り

を行う事業です。

　農地中間管理機構が農地の貸

付を希望される「農地の出し手」

と、農業経営の規模拡大を考え

ている「農地の受け手」をつな

ぐ役割を行います。

　事業の申し込み受付は随時

行っています。農地の貸し借り

を希望される人はご活用くださ

い。

※申し込み可能な農地には一定

　の要件があります。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係

　☎２２-７７４５

　　　農地中間管理事業

　　　を活用しませんか

　　　屋外広告物

　　　について

　日本年金機構では、国民年金

保険料が納め忘れとなっている

人に対して、電話や文書、戸別

訪問による納付のご案内を民間

事業者に委託しています。

　なお、委託事業者の訪問員が、

現金をお預かりすることはありま

せん。また、民間事業者の担当者

が、手数料を要求すること、金融

機関などでＡＴＭ操作をお願いす

ること、キャッシュカードなどを

お預かりすることもありません。

【竹原市管内の民間委託業者】

株式会社バックスグループ

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　国民年金収納

　　　業務の民間委託

　　　家屋を新築 ・ 増築

　　　した人へのお知らせ

　令和３年１月２日から令和４

年１月１日の間に家屋を新築・

増築した場合、令和４年度から

固定資産税が課税されます。税

務課職員（固定資産評価補助員

証を提示します）が、評価額算

出のため調査に伺いしますの

で、都合のよい日時（土・日・

祝日を除く）がありましたら、

事前にご連絡ください。

　また、家屋を取り壊された場

合や、土地・家屋の利用状況に

変更があった場合、法務局の建

物登記簿に登記されていない家

屋（未登記家屋）を所有権移転

（売買・相続・贈与等）した場

合には、その旨を届け出てくだ

さい。

　問い合わせ

　税務課資産税係

　☎２２-７７３２

　　　9/21 ㈫～ 30 ㈭は

　　　秋の交通安全運動


